
金
滞
古
蹟
志
巻
廿
三

あ
り
て
、
江
戸
の
見
付
升
形
の
如
〈
甚
だ
景
況
よ
か
り
し
か
ど
、
質

暦
九
年
の
火
災
民
焼
亡
し
て
後
絶
え
た
り
と
い
へ
り
。
務
土
居
邸
の

長
屋
に
矢
倉
を
造
り
け
る
は
‘
園
初
よ
り
の
習
俗
た
り
し
か
ど
、
高

治
二
年
に
停
止
せ
ら
れ
た
り
。
共
の
時
の
建
替
に
、

居
屋
敷
長
屋
之
端
に
矢
倉
仕
候
儀
御
停
止
に
候
。
最
前
如
ν
被
且
仰

出
-
候
。
惣
而
作
事
不
v
臆
品
分
限
一
華
麗
之
幹
不
伽
仕
、
捕
鰹
々
与
普

諦
可
且
申
付
-
由
御
意
に
候
。
以
上
。

高
治
二
年
七
月
九
日

方
建
書
出
で
た
り
と
い
へ
ど
も
、
共
の
以
前
よ
り
有
v
之
分
は
、
常
分

共
の
憧
た
る
べ
し
と
の
事
に
て
.
共
の
後
に
も
大
身
の
長
屋
に
は
矢

倉
あ
り
し
か
ど
、
迫
々
・
火
災
等
に
て
絶
え
、
前
岡
平
太
夫
居
邸
の
矢

倉
の
み
残
り
居
た
り
と
い
ふ
。
さ
て
右
升
形
の
惣
門
創
立
の
年
暦
等

詳
か
・
な
ら
守
。
按
宇
る
に
.
慶
長
十
五
年
惣
構
掘
出
来
の
時
な
ら
ん

か
。
犀
川
・
浅
野
川
南
升
形
共
、
明
治
慶
藩
の
際
披
外
の
諸
門
慶
止
の

時
取
段
た
れ
た
り
。

O
升
形
喝
託
場
跡

奮
藩
中
は
、
摩
川
・
禽
野
川
爾
升
形
及
び
小
立
野
石
引
町
・
犀
川
馬
場

等
K
.
制
札
場
と
て
、
禁
制
の
傍
目
を
板
札
に
記
載
し
掛
置
き
た
り
。
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片新堤山
崎
町

葛

巻

隼

人

様

長
瀬
五
郎
右
衛
門
様

六
右
衛
門
判
印

彦
右
衛
門
判
印

正

兵

衛

判

印

丸

兵

衛

判

印

町町町

裏
書

右
面
書
之
判
金
請
取
、
町
肝
煎
中
h
相
波
、
御
札
前
に
毎
日
毎
ν
掛

申
候
。
以
上
。

寅
十
一
月
六
日

長
瀬
五
郎
右
衛
門
判
印

葛

巻

隼

人

制

印

稲

垣

長

兵

衛

殿

長

谷

川

大

串

殿

お
の
古
文
書
に
擦
れ
ば
‘
利
常
卿
の
頃
は
蝿
託
場
に
‘
則
ち
黄
金
を

ぽ
現
に
掛
置
か
れ
た
る
事
知
ら
れ
け
り
。
按
宇
る
に
、
十
二
冊
定
番

台
所
僚
目
部
に
載
せ
た
る
享
保
十
二
年
三
月
曾
所
有
物
調
書
中
に
、

高
札
見
せ
金
利
金
之
固
拾
枚
、
下
地
赤
金
‘
金
め
っ
き
。
と
あ
り
。

是
則
ち
寛
永
十
五
年
陀
一
賜
託
場
へ
掛
置
き
た
る
判
金
な
る
べ
し
。
治

，
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金
滞
古
蹟
志
巻
サ
三

四

俗
に
高
札
場
と
も
ま
た
札
の
水
と
も
呼
ぺ
り
o
小
松
遺
文
民
載
せ
た
一

る
蝿
託
文
。

定

一

、

伴

天

連

之

訴

入

金

子

拾

枚

て

い

る

ま

ん

訴

入

金

子

五

放

っ

き

り

し

た

ん

訴

入

金

子

三

枚

右
き
り
し
た
ん
宗
旨
之
も
の
、
御
分
間
中
に
於
v
有
v
之
者
可
品
申
上
-

候
。
然
者
公
儀
御
ほ
う
び
の
外
に
、
如
v
此
黄
金
可
訟
v
下
皆
被
a
仰
明

者
也
。
仰
如
v
件。

寛
永
拾
五
年
十
日
朔
日

本横

多山

安山

房披

守守

請
取
申
御
高
札
井
御
掛
金
子
之
御
事

合

拾

枚

者

金

子

大

判

也

右
者
き
り
し
た
ん
宗
旨
御
改
之
御
高
札
、
井
御
掛
金
利
金
拾
枚
、
憶

に
請
取
置
。
夜
之
儀
者
、
雨
天
秤
屋
方
h
月
替
に
預
け
置
、
毎
日
御

札
掛
場
に
か
け
申
所
如
ν
件。

究
永
拾
五
年
拾
月
二
日

竹拾
間
町

仁

兵

衛

判

印

太
郎
兵
衛
判
印

や

9 

も
ふ
に
、
共
の
貨
は
‘
見
せ
か
け
の
み
の
品
な
る
ゆ
ゑ
に
、
正
金
に

あ
ら
宇
。
金
め
っ
き
に
て
命
・
ぜ
ら
れ
し
も
の
な
る
べ
し
。
家
氏
世
範

に
、
背
吏
に
蝿
託
し
、
官
吏
に
賄
賂
す
。
鑑
悪
の
訴
人
を
求
め
ん
矯

め
、
黄
金
を
辻
に
掛
く
る
と
い
へ
る
も
の
‘
則
ち
是
た
り
と
開
ゆ
。

但
し
後
に
は
掛
金
の
事
は
止
め
ら
れ
し
に
や
、
制
札
の
表
に
は
載
せ

あ
れ
ど
、
共
の
金
子
を
甥
託
場
に
掛
置
く
事
は
た
か
り
き
。
三
蜜
記

に
、
寛
永
の
初
頃
鈴
木
孫
左
衛
門
は
、
改
宗
し
て
金
津
へ
引
越
し
罷

越
庭
、
盛
ね
て
吉
利
支
丹
吟
味
之
時
、
内
心
は
と
る
ば
ざ
る
の
よ
し
、

金
津
に
て
訴
人
在
之
。
江
戸
へ
被
=
召
寄
-
吟
味
之
上
、
魚
常
に
て
上
下

七
人
成
敗
被
昌
仰
付
吋
と
あ
り
。
さ
れ
ば
そ
の
か
み
訴
人
も
折
々
あ
り

し
と
と
知
ら
る
。
さ
て
此
の
蝿
託
場
は
、
厳
藩
世
臓
の
初
め
ま
で
存

在
し
て
、
吉
利
支
丹
宗
及
び
徒
誌
を
禁
や
る
こ
種
の
禁
制
札
を
ば
掛

け
あ
り
し
か
左
、
共
の
後
如
何
た
る
詮
簸
た
り
け
ん
。
右
雨
僚
の
禁

制
札
を
取
除
け
ら
れ
て
、
鳴
託
場
も
取
段
た
れ
た
り
。

O
井
波
屋
某
邸
跡

此
の
邸
跡
は
、
香
林
坊
橋
高
の
西
側
に

τ、
今
伊
勢
紳
宮
を
勧
諦
し

た
る
枇
殿
の
前
議
た
り
。
加
藤
惟
寅
の
蘭
山
私
記
に
、
質
暦
七
年
七

月
七
日
香
林
坊
橋
の
高
井
波
屋
と
徳
光
屋
と
の
雨
商
家
へ
、
惣
構
薮

五

'民




